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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

北
太
平
洋
に
お
け
る
公
海
の
漁
業
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の

件
（
閣
条
第
一
七
号

（
先
議
）
要
旨

）

北
太
平
洋
に
お
け
る
底
魚
漁
業
を
規
律
す
る
地
域
的
な
漁
業
管
理
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
た
め
、
二
〇
〇
六
年
（
平
成
十
八

年
）
以
来
政
府
間
協
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
十
四
年
）
二
月
二
十
四
日
に
東
京
に
お
い
て
、
こ
の
条
約

が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
は
、
北
太
平
洋
の
公
海
に
お
け
る
漁
業
資
源
の
長
期
的
な
保
存
及
び
持
続
可
能
な
利
用
の
確
保
を

目
的
と
し
て
、
北
太
平
洋
漁
業
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う

）
を
設
立
す
る
と
と
も
に
、
締
約
国
が
委
員
会
で
定
め

。

る
保
存
管
理
措
置
を
と
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
前
文
、
本
文
三
十
一
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
一
の
附
属
書

か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
条
約
は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
の
公
海
水
域
等
を
除
く
北
太
平
洋
の
公
海
の
水
域
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
を
構
成
国
と
す
る
委
員
会
を
設
立
し
、
委
員
会
の
補
助
機
関
と
し
て
科
学
委
員
会
及
び
技
術
・
遵
守

委
員
会
を
設
置
す
る
。

三
、
委
員
会
は
、
入
手
可
能
な
最
良
の
科
学
的
情
報
及
び
科
学
委
員
会
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
条
約
水
域
に
お
け
る
漁
業
資
源
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の
長
期
的
な
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
、
保
存
管
理
措
置
の
採
択
等
を
行
う
。

四
、
委
員
会
は
、
通
常
会
合
に
お
い
て
、
年
次
予
算
を
採
択
す
る
。
予
算
は
、
委
員
会
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
採
択

す
る
算
定
方
式
に
よ
り
、
委
員
会
の
構
成
国
の
間
で
分
担
す
る
。

五
、
締
約
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
漁
船
が
こ
の
条
約
及
び
こ
れ
に
基
づ
い
て
採
択
さ
れ
る
措
置
を
遵
守
す

る
こ
と
並
び
に
当
該
措
置
の
実
効
性
を
損
な
う
活
動
に
従
事
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

、

、

、

、

六

締
約
国
は

寄
港
国
と
し
て

自
国
の
港
に
入
港
し
た
非
締
約
国
の
漁
船
に
対
す
る
漁
獲
物
の
陸
揚
げ
及
び
転
載
の
規
制

乗
船
検
査
等
、
委
員
会
が
定
め
る
寄
港
国
の
措
置
を
実
施
す
る
。

七
、
委
員
会
の
構
成
国
は
、
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
漁
船
が
こ
の
条
約
の
規
定
又
は
委
員
会
が
採
択
す
る
保
存
管

理
措
置
に
違
反
し
た
と
の
申
立
て
を
十
分
に
調
査
す
る
と
と
も
に
、
委
員
会
の
構
成
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
漁
船

に
よ
る
違
反
の
容
疑
に
関
し
て
十
分
な
情
報
が
入
手
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
構
成
国
は
、
当
該
違
反
の
容
疑
に
つ
い

て
速
や
か
に
通
報
さ
れ
、
ま
た
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
適
当
な
措
置
を
と
る
。

八
、
こ
の
条
約
は
、
四
番
目
の
批
准
書
等
を
寄
託
政
府
が
受
領
し
た
日
か
ら
百
八
十
日
で
効
力
を
生
ず
る
。


